
令和６年度東京都公立学校日勤講師（非常勤教員）採用候補者選考実施要綱 

 

令和６年１０月１日 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 

この選考は、令和７年４月１日に任用する日勤講師（非常勤教員）の採用候補者を決定するため実施する。 

 

１ 募集の職種、身分及び職務内容 

(1) 募集の職種 

日勤講師（非常勤教員） 

(2) 身分 

  地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づく会計年度任用職員 

  ※ 地方公務員法の適用あり 

(3) 職務内容 

学校での勤務で培った豊富な知識、技能及び経験を生かし、学習・教科指導、校務分掌業務等の担当

業務を行うとともに、若手教員の育成支援を行うものとする（別紙１参照）。 

 

２ 勤務形態 

   Ⅰ型 Ⅱ型 

１日の勤務時間 ７時間４５分 ５時間 

年間勤務日数 １９２日（月平均１６日） ２１６日（月平均１８日） 

  月ごとに勤務日数を設定する。休憩時間は配置された学校の定めによる。 

 

３ 申込資格 

本選考に申し込むことができるのは、次の全てに該当する者とする。 

(1) 任用を希望する校種等・教科に必要な教育職員免許状を取得済みの者 

 ※令和７年４月１日に有効な教育職員免許状を有していることが必要である。 

(2) 地方公務員法第１６条（欠格条項）、学校教育法第９条（欠格事由）及び民法の一部を改正する法律

（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に

該当しない者 

 

４ 申込区分 

(1) 公募によらない再度任用（別紙２参照） 

  令和６年１１月１日現在、非常勤教員の職にある者のうち、任用年数１年目から４年目までの者 

 (2) 公募による任用 

   令和６年１１月１日現在、以下の職にある者 

  ア 東京都公立学校の正規任用職員 

イ 東京都公立学校の再任用教員（定年前再任用短時間勤務・暫定再任用教員） 

ウ 東京都公立学校の非常勤教員の職にある者のうち、任用年数５年目の者 

エ 東京都公立学校の臨時的任用教員（産休・育休代替・期限付任用教員） 

オ 東京都公立学校の時間講師 

カ 東京都公立学校の会計年度任用職員（本非常勤教員を除く） 

キ 他県や私立学校の教職員 

ク その他（退職後ブランクがある者など） 

 

 



５ 選考方法 

 (1) 公募によらない再度任用【申込区分(1)】 

提出された書類等により行う。 

(2) 公募による任用【申込区分(2)】 

ア 第一次選考（論文：６００字以上８００字以内） 

 非常勤教員としての職務に関する論文により行う。 

論文の課題・提出方法については、令和６年１０月１日（火）午前１０時に東京都教育委員会のホ

ームページへ掲載する。 

この論文により適性を判定するとともに、提出書類等を総合して合否を判定する。 

【ＵＲＬ】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/guide/others/part-time_selection.html 

イ 第二次選考（面接） 

    第一次選考合格者に対して、個別面接方式により行う。（令和６年１１月下旬頃実施予定） 

    第一次選考及び第二次選考の成績並びに提出書類等を総合して合否を判定する。 

※公募による任用については、令和７年度予算に基づき、合格者を決定する。 

 

６ 申込方法 

(1) 公募によらない再度任用【申込区分(1)】 

  受験希望者は、日勤講師（非常勤教員）採用選考申込書（以下「申込書」という。）に必要事項を入

力し、所属長を通して選考課へ提出する。 

(2) 公募による任用【申込区分(2)】 

  令和６年度日勤講師（非常勤教員）採用選考案内＜公募による任用：申込区分（２）＞に従い、電子

又は郵送により申し込むこと。（電子と郵送との両方で申し込むことはできない。また、電子による複

数の申請はできない。申請が重複した場合は、両方を無効とする。） 

  公募による任用で申し込む場合は、日勤講師（非常勤教員）採用選考申込書作成要領２０「刑罰・処

分歴欄」に関する注意事項を確認すること。 

 禁錮刑以上の刑に処せられたこと又は懲戒処分若しくは分限処分（公立学校以外の雇用先から受 

けた処分を含む）を受けたことの有無について、有・無のいずれかにチェックをし、「有」の場合 

は、判決確定年月日等又は処分年月日とその内容（例：交通事故やわいせつ行為等）、当時の氏名 

を記入すること。 

 

７ 合格発表後の取扱い 

合格者が合格発表後、任用前日までに上記３の申込資格がないことが判明した場合は、失格とする。 

また、合格者が合格発表後、任用前日までに地方公務員法第２９条及び職員の懲戒に関する条例（昭和

２６年東京都条例第８４号）に規定する懲戒処分又はそれと同等の処分を受けたことが明らかになった場

合や選考過程で申告した事柄に虚偽の内容があることが発覚した場合は、合格を取り消す場合がある。 

 

８ 提出期限 

(1) 公募によらない再度任用 

   所属長からの指示による。 

(2) 公募による任用 

   ①電子による申請  令和６年１０月１５日（火）２３：５９ 

  ②郵送による申請  令和６年１０月１５日（火）消印有効 

 

９ 選考日程 

申込区分に応じて、非常勤教員採用選考案内を参照すること。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/guide/others/part-time_selection.html


 

10 選考結果の通知（予定） 

 令和７年１月末までに、公募によらない再度任用は所属長（区市町村立学校等に勤務する職員について

は、区市町村教育委員会を通じて所属長）宛て、公募による任用は本人宛てに通知する。なお、上記４申

込区分（２）公募による任用ア～エの者については、所属長宛てに当該所属分の合格者名簿を提供する。 

 

11 勤務職場 

  東京都公立学校 

  ※ 配置先は、合格者の確定後、都教育委員会及び区市町村教育委員会で決定する。 

  ※ 配置先は、全体的な配置調整の中で行うため、必ずしも受験申込書に記載した希望地区・学校に配

置されるものではない。 

  ※ 配置先の内示は、１回限りである。内示された配置先への採用を辞退する場合は、令和７年度の日

勤講師（非常勤教員）への採用を辞退するものとして取り扱う。 

 

12 勤務条件等 

(1) 任用・任期 

  令和７年４月１日から任用し、任期は令和８年３月３１日までの１年間となる。 

  再度任用は、連続４回を限度として可能であるが、雇用更新を保障するものではない。 

(2) 勤務形態 

 「２ 勤務形態」のとおりとする。 

(3) 報酬 

  ア Ⅰ型 

    第一種報酬（月額）：月１９６，５００円（令和６年４月１日現在） 

     第二種報酬：非常勤教員の通勤の実情等を勘案して支給する（正規教員の通勤手当に相当）。 

    ※ 一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給する。 

  イ Ⅱ型 

    第一種報酬（月額）：月１４２，６００円（令和６年４月１日現在） 

     ※ 第二種報酬、期末手当、勤勉手当は、Ⅰ型に準ずる。 

(4) 休暇 

年次有給休暇：在職期間に応じ、１０日、１１日、１２日、１４日、１６日、１８日、２０日 

     （在職期間には、引き続く常勤職員や再任用短時間勤務職員の期間を含む） 

夏季休暇：３日 

公民権行使等休暇、慶弔休暇、子どもの看護休暇、介護休暇等 

(5) 社会保険等 

  ア 医療(健康)保険は、「公立学校共済組合」に加入する。 

イ 介護保険に加入する（該当者のみ）。 

ウ 厚生年金（日本年金機構）に加入する。 

エ 雇用保険に加入する。 



（別紙１）

任用区分コード

Ａ１  小学校

Ａ２  中学校（都立を除く。）

Ａ３  都立中学校

Ａ４  都立高等学校

Ａ５  都立特別支援学校

Ａ６  区立特別支援学校

Ｂ１  小学校

Ｂ２  中学校（都立を除く。）

Ｃ１  小学校

Ｃ２  中学校（都立を除く。）

Ｃ３  都立中学校

Ｃ４  都立高等学校

Ｃ５  都立特別支援学校

Ｃ６  区立特別支援学校

Ｄ１  小学校

Ｄ２  中学校（都立を除く。）

Ｄ３  都立中学校

Ｄ４  都立高等学校

Ｄ５  都立特別支援学校

Ｄ６  区立特別支援学校

Ｅ１  小学校

Ｅ２  中学校（都立を除く。）

Ｅ３  都立中学校

Ｅ４  都立高等学校

Ｅ５  都立特別支援学校

Ｅ６  区立特別支援学校

若手教員の育成
支援等
（学習・教科
　指導等）

　本区分の非常勤教員は、学校勤務経験で培った知識経験を生かし、
担当業務を行うとともに、若手教員の育成支援を行うものとする。

○学習・教科指導
　※小学校を除き、標準時数を以下のとおりとする。ただし、
　　持ち時数の上限を定めるものではない。
　・1日の勤務時間が7時間45分の者は、11時とする。
　・1日の勤務時間が5時間の者は、8時とする。
○配慮が必要な児童・生徒（障害のある児童・生徒、帰国児童・
　生徒、外国人児童・生徒等）への対応
○校務分掌業務
　校務分掌業務の補助及び支援
　校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援
○不適応児童・生徒への対応
○学校行事等の運営支援
○障害のある教員への支援・助言
○その他校長が命じる業務

教　員

○ 巡回指導による初任者等対応業務
○ その他校長が命じる業務

非 常 勤 教 員 任 用 区 分

区　分 適職職場 主な職務内容の例示 対象職種

若手栄養教諭等
の育成支援等

　本区分の非常勤教員は、栄養教諭としての勤務経験を生かし、担当
業務を行うとともに、若手の栄養教諭及び栄養士並びに若手教員の育
成支援を行うものとする。

○学校給食の管理
○配置校における食育の推進及び支援
○校務分掌業務
　校務分掌業務の補助及び支援
　校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援
○給食管理、食育等を通じた若手教員の育成支援
○その他校長が命じる業務

栄養教諭

※表中「小学校」に義務教育学校の前期課程を含み、「中学校」に義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程
　を含み、「高等学校」に中等教育学校の後期課程を含む。

教育アドバイザー

管理職・
教　員
（４級
職）

若手養護教諭
の育成支援等

　本区分の非常勤教員は、養護教諭としての勤務経験を生かし、担当
業務を行うとともに、若手養護教諭及び若手教員の育成支援を行うも
のとする。

○養護教諭としての職務
○校務分掌業務
　校務分掌業務の補助及び支援
　校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援
○若手養護教諭及び若手教員の育成支援
○その他校長が命じる業務

養護教諭

若手教員の育成
支援等
（育成指導関係
  業務等）

　本区分の非常勤教員は、教育管理職としての勤務経験を生かし、担
当業務を行うとともに、若手教員の育成支援を行うものとする。

○校務分掌業務
　校務分掌業務の補助及び支援
　校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援
○若手教員に係る人材育成及び支援業務
　育成指導計画作成に係る業務補助及び支援
　授業観察や講評を通じた人材育成業務補助及び支援
　初任者等の指導及び教科研修指導
○不適応児童・生徒への対応
○その他校長が命じる業務（学習・教科指導を含む。）

管理職



 

会計年度任用職員の再度任用 

 

 

 

１ 公募によらない再度任用 

○ 公募によらない再度任用は、連続４回を限度。 

○ 上限回数に達した職員が、公募による能力実証を経た結果、再度任用されることは妨げない。 

〇 現在任用されている職員が、次年度に勤務形態を変更しても、更新回数に影響はしない。（例：Ⅰ型からⅡ型への変更） 

 

  公募によらない再度任用のイメージ 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

非常勤制度区分 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 

例１ 
０回(公募) 
<１年目> 

更新１回 
<２年目> 

更新２回 
<３年目> 

更新３回 
<４年目> 

更新４回 
<５年目> 

０回(公募) 
<１年目> 

例２ ― 
０回(公募) 
<１年目> 

更新１回 
<２年目> 

更新２回 
<３年目> 

更新３回 
<４年目> 

再度任用４回 
<５年目> 

例３ ― ― 
０回(公募) 
<１年目> 

更新１回 
<２年目> 

更新２回 
<３年目> 

再度任用３回 
<４年目> 

例４ ― ― ― 
０回(公募) 
<１年目> 

更新１回 
<２年目> 

再度任用２回 
<３年目> 

例５ ― ― ― ― 
０回(公募) 
<１年目> 

再度任用１回 
<２年目> 

例６ ― ― ― ― ― 
０回(公募) 
<１年目> 

 
 
 

（別紙２） 


